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評価の見方  Ａ：達成できたもの         Ｂ：できている（ただし、更なる努力を要する） 

Ｃ：できていない（検討を要する）  Ｄ：条文を改正する 

Ｅ：その他             －：評価の対象としない 

条文 評価 取組状況、課題・問題点 今後の対策等 

目  的 第１条  - 
【取組状況】 

・理念を確認している。 

条例の位置付け 第２条  - 
【取組状況】 

・理念を確認している。 

議会の活動原則 第３条  - 
【取組状況】 

・理念を確認している。（第５条以降の各条で具体的に評価する） 

議員の活動原則 第４条  - 
【取組状況】 

・理念を確認している。（第５条以降の各条で具体的に評価する） 

会  派 第５条 

１項 Ａ 

【取組状況】 

・会派を結成している。 

・会派結成にあたって結成届に会派の同一理

念や結成目的を記載した会派規約を添付する

こととし、全会派から会派規約が提出されて

いる。 

 

２項 Ｂ 

【取組状況】 

・会派での視察やオンライン研修、図書購入

による調査研修に努めた。 

・会派代表者会を適宜、開催している。 

 

【課題・問題点】 

・会派代表者会で、今後も引き続き合意形成

に努める必要がある。 

・会派代表者会を適

宜開催し、合意形成

に努める。 

市民参加 

 

（公聴会・参考人

制度の活用） 

（請願及び陳情） 

第６条  Ｂ 

【取組状況】 

・本会議での公聴会、参考人制度の活用の実

績はないが、委員会では参考人制度を活用し

ている。 

参考人招致件数（請願審査を含む） 

平成 29年度 ３件 

平成 30年度 １件 

令和元年度  １件 

令和２年度  ４件 

令和３年度  ４件 

令和４年度  １件 

令和５年度  １件 

・令和５年 11月 19日に議会報告会を開催し、

市民 26人が参加した。 

 

【課題・問題点】 

・開催回数など、議会報告会のあり方の検討

が引き続き必要である。 

・広聴の取組の検討が引き続き必要である。 

・開催回数など、議

会報告会のあり方の

検討が引き続き必要

である。 

・広聴の取組の検討

が引き続き必要であ

る。 

第７条 １項 Ｂ 【取組状況】 ・請願及び陳情につ

大船渡市議会基本条例＝令和５年度検証結果表＝ 
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条文 評価 取組状況、課題・問題点 今後の対策等 

・平成 29年度受理件数 

請願 ２件 

陳情 ７件 

・平成 30年度受理件数 

請願 ４件 

陳情 11件 

・令和元年度受理件数 

請願 ２件 

陳情 ７件 

・令和２年度受理件数 

請願 ３件（分割付託含む） 

陳情 ７件 

・令和３年度受理件数 

 請願 ３件 

 陳情 13件 

・令和４年度受理件数 

 請願 ２件 

 陳情 10件 

・令和５年度受理件数 

 請願 ０件 

 陳情 10件（請願と同様の取扱をしたもの 

４件を含む） 

 

【課題・問題点】 

・「請願・陳情の手引き」にのっとり、請願

及び陳情について、引き続き適切な対応に努

める必要がある。 

いて、引き続き適切

な対応に努める。 

２項 Ｂ 

【取組状況】 

・平成 29年度 

紹介議員に説明を求めた件数    ２件 

提出者を参考人として招致した件数 １件 

・平成 30年度 

紹介議員に説明を求めた件数    ４件 

提出者を参考人として招致した件数 １件 

・令和元年度 

紹介議員に説明を求めた件数    ２件 

提出者を参考人として招致した件数 １件 

・令和２年度 

紹介議員に説明を求めた件数    ３件 

提出者を参考人として招致した件数 １件 

・令和３年度 

 紹介議員に説明を求めた件数    ３件 

 提出者を参考人として招致した件数 ０件 

・令和４年度 

 紹介議員に説明を求めた件数    ２件 

 提出者を参考人として招致した件数 １件 

・令和５年度 

 紹介議員に説明を求めた件数    ０件 

・請願及び陳情につ

いて、引き続き適切

な対応に努める。 
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条文 評価 取組状況、課題・問題点 今後の対策等 

 提出者を参考人として招致した件数 ０件 

 

【課題・問題点】 

・「請願・陳情の手引き」にのっとり、請願

及び陳情について、引き続き適切な対応に努

める必要がある。 

情報公開 第８条  Ｂ 

【取組状況】 

・会議を公開している。 

 平成 29年度傍聴者数 

本会議場（予・決算審査特別委員会及び 

全員協議会を含む） 99人 

常任委員会等    ０ 人 

平成 30年度傍聴者数 

本会議場（予・決算審査特別委員会及び 

全員協議会を含む） 135人 

常任委員会等    ０ 人 

令和元年度傍聴者数 

本会議場（予・決算審査特別委員会及び 

全員協議会を含む） 44人 

常任委員会等    １ 人 

令和２年度傍聴者数 

本会議場（予・決算審査特別委員会及び 

全員協議会を含む） 58人 

常任委員会等    20人 

 令和３年度傍聴者数 

  本会議場（予・決算審査特別委員会及び 

全員協議会を含む） 11人 

常任委員会等    ３ 人 

令和４年度傍聴者数 

本会議場（予・決算審査特別委員会及び 

全員協議会を含む） 39人 

常任委員会等    ０ 人 

 令和５年度傍聴者数 

  本会議場（予・決算審査特別委員会及び 

全員協議会を含む） 83人 

常任委員会等        ０ 人 

・市民ホールで議会中継を行っている。 

・本会議及び予・決算審査特別委員会は会議

録を HPで公開しているほか、インターネット

中継で生中継並びに録画映像の配信を実施し

ている。 

平成 29年度閲覧者数 

生中継  5,836件 

録画配信 2,178件 

平成 30年度閲覧者数 

生中継  4,060件 

録画配信  1,000件 

令和元年度閲覧者数 

・情報発信の時期を

逸しないようにす

る。 

・会議録の公開につ

いて、周知を図る。 
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条文 評価 取組状況、課題・問題点 今後の対策等 

生中継  3,142件 

録画配信   750件 

令和２年度閲覧者数 

生中継  7,989件 

録画配信  3,186件 

 令和３年度閲覧者数 

  生中継  9,632 件 

  録画配信 2,060 件 

令和４年度閲覧者数 

  生中継  7,226 件 

  録画配信 2,289 件 

 令和５年度閲覧者数 

  生中継  6,714 件 

  録画配信 2,723 件 

・本会議及び予・決算審査特別委員会につい

ては、HP や議会だよりで開催予定を公表して

いるが、時期が遅れたことがあった。 

・会議録を公開している。 

・委員会や全員協議会の開催予定についても、

HP で公開しているが、時期が遅れたことがあ

った。 

・委員会や全員協議会の会議録を研修室に配

架し、閲覧できるようにしている。 

・常任委員会では市民・団体との意見交換を

行っている。 

平成 29年度市民・団体との意見交換数 

総務常任委員会   ５件 

教育福祉常任委員会 ４件 

産業建設常任委員会 ３件 

平成 30年度市民・団体との意見交換数 

総務常任委員会   ０件 

教育福祉常任委員会 ０件 

産業建設常任委員会 ５件 

令和元年度市民・団体との意見交換数 

総務常任委員会   ０件 

教育福祉常任委員会 １件 

産業建設常任委員会 ２件 

令和２年度市民・団体との意見交換数 

総務常任委員会   ０件 

教育福祉常任委員会 ３件 

産業建設常任委員会 ５件 

  令和３年度市民・団体との意見交換数 

   総務常任委員会   ０件 

   教育福祉常任委員会 ３件 

   産業建設常任委員会 ５件 

令和４年度市民・団体との意見交換数 

   総務常任委員会   ５件 

   教育福祉常任委員会 ２件 
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条文 評価 取組状況、課題・問題点 今後の対策等 

   産業建設常任委員会 ０件 

  令和５年度市民・団体との意見交換数 

   総務常任委員会   ０件 

   教育福祉常任委員会 ２件 

   産業建設常任委員会 ２件 

 

【課題・問題点】 

・情報発信の時期を逸しないようにする必要

がある。 

・会議録の公開について、周知を図る必要が

ある。 

市長等と議会の

関係 

 

（監視及び評価） 

（一問一答） 

（反問） 

（必要な情報の

提供） 

第９条 

１項 Ｂ 

【取組状況】 

・事務の執行の監視及び評価を行った。 

 

【課題・問題点】 

・監視及び評価できるよう継続的な取組が必

要である。 

・適切に事務の執行

を監視・評価できる

よう継続的に取り組

む。 

２項 Ｂ 

【取組状況】 

・一般質問及び議案審議等へ一問一答方式を

導入し、定着してきている。 

 

【課題・問題点】 

・簡潔かつ論点が明確な質疑となるよう、取

り組む必要がある。 

・一問一答方式につ

いて、継続的に検証

を行う。 

・定例会終了後の反

省会を引き続き実施

するなど、簡潔かつ

論点を明確にした質

疑になるよう努め

る。 

３項 Ｅ 

【課題・問題点】 

・今後も明瞭な質疑になるよう努めるととも

に、反問のあり方について検討する必要があ

る。 

・今後も明瞭な質疑

になるよう努めると

ともに、反問のあり

方について検討す

る。 

第 10 条  Ｂ 

【取組状況】 

・説明資料の充実を求めた結果、指定管理者

候補者の選定に係る資料が追加となった。 

 

【課題・問題点】 

・全員協議会及び月例会議のあり方について、

整理する必要がある。 

・説明資料の更なる充実が必要である。 

・全員協議会及び月

例会議のあり方につ

いて、整理する。 

・説明資料の更なる

充実を求める。 

議決事件の拡大 第 11 条 １項 Ｂ 

【取組状況】 

・平成 19年４月から、市総合計画の基本構想

等を議決事件に加えている。 

 

【課題・問題点】 

・議会が、市行政の政策立案段階から関与す

ること及び議会の関与の強化によって、監視

機能や政策提案機能を高めるよう努める必要

がある。 

・議会が、市行政の

政策立案段階から関

与すること及び議会

の関与の強化によっ

て、監視機能や政策

立案機能を高めるよ

う努める。 

・議会の議決すべき

事件の追加や検証に
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条文 評価 取組状況、課題・問題点 今後の対策等 

・議会の議決すべき事件の追加や検証につい

ては、議会運営委員会において、不断に検討

する必要がある。 

ついては、議会運営

委員会において、不

断に検討する。 

・事業実施の初期段

階で、議会への説明

に努めるよう求め

る。 

２項 － 

【取組状況】 

・「行政に係る基本的な計画の議決等に関す

る条例」を定めている。（評価の対象としな

い） 

 

議会機能の強化 

 

（合意形成と協

議の場の開催） 

（他自治体議会

との交流・連携） 

（調査機関の設

置） 

第 12 条 

１項 Ｂ 

【取組状況】 

・常任委員会で所管事務調査を行っている。 

・市政調査会で、市政課題の研修等を行って

いる。 

・月例会議の市政報告で、市政課題等に認識

を深めるとともに、市当局や議会内部の情報

共有を図っている。 

・各常任委員会の所管事務調査の中で取りま

とめた提言書を提出している。（令和６年３

月 12日） 

・引き続き政策立案や提言等ができる議会に

なるよう取り組んでいる。 

・引き続き政策形成

サイクルを示し、政

策立案や提言等がで

きる議会になるよう

取り組んでいく。 

２項 Ｂ 

【取組状況】 

・全員協議会や月例会議を適宜開催し、合意

形成を図るとともに共通認識を深めている。 

 

【課題・問題点】 

・自由討議実施要綱を定め、委員会の請願審

査や協議の中で活用を図っているが、本会議

や全員協議会等を含めて活用し、活発な議論

につながるよう努める必要がある。 

・自由討議について、

本会議や全員協議会

等での活用を含め、

活発な議論につなが

るよう努める。 

３項 Ｂ 

【取組状況】 

・岩手県市議会議長会議員研修会や気仙地区

議会議員協議会研修会、大船渡市議会・陸前

高田市議会・奥州市議会議員研修会に参加し、

他自治体の議会議員と交流を図った。 

 

【課題・問題点】 

・他自治体の議会と政策及び政策運営につい

て意見交換を行うよう、努める必要がある。 

・必要に応じ、オン

ラインによる他議会

との意見交換を行

う。 

４項 Ｅ 
【取組状況】 

・活用した実績がない。 

・必要に応じて活用

を図る。 

委員会の活動 

 

（委員会の適切

な設置） 

（政策立案・提言

第 13条 １項 Ｂ 

【取組状況】 

・常任委員会で所管事務調査を行っている。 

・市政調査会で研修を実施しているほか、月

例会議で情報共有等に努めている。 

・議員連盟を設立している。 

・議案審査における

委員会付託につい

て、必要に応じて議

会運営委員会で検討

する。 
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条文 評価 取組状況、課題・問題点 今後の対策等 

への取組と委員

会間の調整） 

（市民との懇談） 

・大船渡市議会議員定数等検討委員会で議員

定数、議員報酬、政務活動費について協議し

ている。 

・請願審査を行っている。 

 

【課題・問題点】 

・議案審査における委員会付託について検討

する必要がある。 

２項 Ｂ 

【取組状況】 

・委員長連絡会議を開催し、情報共有を図っ

ている。 

・各常任委員会の所管事務調査の中で取りま

とめた提言書を提出している。（令和６年３

月 12日） 

 

【課題・問題点】 

・調査活動を通じて提言を行っているが、引

き続き政策立案や政策提言に結びつくよう取

り組む必要がある。 

・常任委員会の所管

事務調査を実施し、

政策立案や政策提言

に結びつくよう取り

組む。 

３項 Ｂ 

【取組状況】 

・常任委員会単位で、市民・団体との意見交

換を行っている。 

（再掲） 

平成 29年度市民・団体との意見交換数 

総務常任委員会   ５件 

教育福祉常任委員会 ４件 

産業建設常任委員会 ３件 

平成 30年度市民・団体との意見交換数 

総務常任委員会   ０件 

教育福祉常任委員会 ０件 

産業建設常任委員会 ５件 

令和元年度市民・団体との意見交換数 

総務常任委員会   ０件 

教育福祉常任委員会 １件 

産業建設常任委員会 ２件 

令和２年度市民・団体との意見交換数 

総務常任委員会   ０件 

教育福祉常任委員会 ３件 

産業建設常任委員会 ６件 

 令和３年度市民・団体との意見交換数 

  総務常任委員会   ０件 

  教育福祉常任委員会 ３件 

  産業建設常任委員会 ５件 

令和４年度市民・団体との意見交換数 

  総務常任委員会   ５件 

  教育福祉常任委員会 ２件 

  産業建設常任委員会 ０件 

 令和５年度市民・団体との意見交換数 

・広く市民を対象と

した懇談の場の開催

について、引き続き

努力する。 
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条文 評価 取組状況、課題・問題点 今後の対策等 

  総務常任委員会   ０件 

  教育福祉常任委員会 ２件 

  産業建設常任委員会 ２件 

 

【課題・問題点】 

・議会報告会や常任委員会の所管事務調査活

動を通じて、意見交換の機会を設ける必要が

ある。 

４項 － 

【取組状況】 

・「委員会条例」を定めている。（評価の対

象としない） 

 

議員研修の充実 第 14 条  Ｂ 

【取組状況】 

・市政調査会で、調査研修活動の一環として

令和５年 11 月 27 日に岩手県沿岸広域振興局

との意見交換会を、令和６年１月 18日に大船

渡湾水環境保全計画の策定についての研修会

を開催した。 

・月例会議を設け、市政課題等に認識を深め

るとともに、情報共有を図っている。 

 

【課題・問題点】 

・市議会としての研修の機会を更に充実する

必要がある。 

・政策提言を行える

よう、政策形成能力

及び立案能力向上の

ため、更なる研修の

充実強化を図る。 

・オンラインを活用

しての会議の研修に

ついて、検討する。 

政務活動費 第 15 条  Ｂ 

【取組状況】 

・会派・議員に１人につき7,000 円/月を交付

している。 

・会派による視察を行った。 

・調査研究その他の活動について適切に執行

している。 

・大船渡市議会議員定数等検討委員会におい

て、政務活動費について協議している。 

 

【課題・問題点】 

・政務活動費について、他市等の状況などを

考慮しながら、引き続き活用や金額を検討す

る。 

・政務活動費につい

て、他市等の状況な

どを考慮しながら、

引き続き活用や金額

を検討する。 

・政務活動費の適切

な執行、透明性の確

保に努める。 

議会広報 第 16 条  Ｂ 

【取組状況】 

・議会だよりを定例会ごとに、年４回発行し

ている。 

・HP で会議録、議会中継のほか、本会議の開

催予定、議会の活動記録等を公開している。 

・平成 28年度には子ども議会や中学生の意見

交換会に、平成 29年度以降は中学生の意見交

換会に議場を活用している。 

・広聴について、大

船渡市議会基本条例

の一部改正を含めて

検討が必要である。 

議員の政治倫理 第 17 条  Ｂ 

【取組状況】 

・品位と識見を高めるよう取り組んでいる。 

・理念を再確認し、

市民に疑念を抱かれ

ないよう、責務を果

たすものとする。 
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条文 評価 取組状況、課題・問題点 今後の対策等 

議員定数及び 

議員報酬 
第 18 条 

１項 － 

【取組状況】 

・「議員定数条例」、「議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例」を定めている。（評

価の対象としない） 

 

２項 Ｂ 

【取組状況】 

・趣旨を確認している。 

・大船渡市議会議員定数等検討委員会におい

て、議員定数及び議員報酬について協議して

いる。 

 

【課題・問題点】 

・議員定数及び議員報酬について、他市等の

状況や議会の果たす役割等を考慮しながら、

引き続き検討する。 

・議会・委員会活動

の活発化や若い世代

の人材育成の観点か

ら、議員定数及び議

員報酬について、他

市等の状況や議会の

果たす役割等を考慮

しながら、引き続き

検討する。 

危機管理 第 19 条  Ｂ 

【取組状況】 

・災害対応指針等を整備するとともに、毎年、

想定を変えた防災訓練を実施している。（令

和５年度は、タブレット端末を活用した訓練

を実施） 

・大船渡市議会災害時対応基本計画（大船渡

市議会業務継続計画（BCP））や同計画の感染

症対応版を策定し、運用している。 

・オンラインを活用

するため、仕様など

について、今後検討

していく。 

災害時の対応 第 20条  Ｂ 

【取組状況】 

・災害対応指針等を整備するとともに、毎年、

想定を変えた防災訓練を実施している。 

・今後もあらゆる想

定を考え、防災訓練

を行うなど、危機管

理体制の整備に努め

る。 

議会事務局の 

体制整備 
第 21 条  Ｂ 

【取組状況】 

・令和元年度から、会議録作成に係る音声書

き起こしクラウドサービス及び有線マイクシ

ステムを導入したことにより、会議録の早期

調製及び事務の効率化が図られている。 

・議会事務局関係の研修会には、積極的に参

加し、知見を深めている。 

・タブレット端末の活用を進めている。 

 

【課題・問題点】 

・議会事務局の組織強化、タブレット端末の

更なる活用を含めた体制のあり方等につい

て、更に努める必要がある。 

・議会事務局の組織

強化、タブレット端

末の更なる活用を含

めた事務の効率化

に、更に努める。 

議会図書室 第 22 条  Ｂ 

【課題・問題点】 

・議会図書室の充実を図る必要がある。 

・議会図書室の住民への周知を更に図る必要

がある。 

・引き続き、議会図

書室の充実に努め

る。 

・引き続き、議会図

書室の住民への周知

を図る。 

継続的な評価 

及び検討 
第 23 条  Ｅ 

【課題・問題点】 

・継続して検証に努める必要がある。 

・議会活動が条例の

趣旨に沿って取り
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条文 評価 取組状況、課題・問題点 今後の対策等 

組まれているか、継

続的に検証を行っ

ていく。 

 


